
 

中堅外食事業者資金融通円滑化事業費補助金交付要綱 

 

 

          制  定  令和２年４月 30 日 ２食産第 524 号 

農 林 水 産 事 務 次 官 依 命 通 知 

 

 

第１ 農林水産大臣は、中堅外食事業者資金融通円滑化事業実施要領（令和２年４月３

０日付け２食産第５２３号農林水産事務次官依命通知）に基づき、債務保証事業に

要する基金造成経費に対し、予算の範囲内において、一般社団法人日本フードサー

ビス協会（以下「補助事業者」という。）に補助金を交付するものとし、その交付

に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第

１７９号。以下「適正化法」という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号。以下「適正化法施行令」という。）

及び農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和３１年農林省令第１８号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

第２ 第１に規定する事業の経費及びこれに対する補助率は、別表に掲げるとおりとす

る。 

 

第３ 規則第２条の規定に基づく申請書の様式は、別記様式第１号のとおりとし、正副

２部を農林水産大臣に提出するものとする。 

 

第４ 規則第２条の規定に基づく申請書の提出の時期は、農林水産大臣が別に定める日

までとする。 

 

第５ 補助事業者は、規則第３条第１号の規定に基づき、農林水産大臣の承認を受けよ

うとする場合には、別記様式第２号による事業計画変更承認申請書正副２部を農林

水産大臣に提出しなければならない。 

 

第６ 補助事業者は、規則第３条第２号の規定に基づき、農林水産大臣の指示を求める

場合には、補助事業が予定の期間内に完了しない理由又は補助事業の遂行状況を記

載した書類正副２部を農林水産大臣に提出しなければならない。 

 

第７ 補助事業者は、別表の経費の支払を受けようとするときは、別記様式第３号によ

る支払請求書正副２部を農林水産大臣及び官署支出官に提出しなければならない。 

 

第８ 規則第６条の規定に基づく実績報告書の様式は、別記様式第４号のとおりとし、

正副２部を農林水産大臣に提出するものとする。 

 

第９ 補助事業者は、基金事業の経理について、基金事業以外の経理と明確に区分した

上で、帳簿を整備し、常にその収支状況を明らかにしておくとともに、証拠書類又

は証拠物を整備し、帳簿とともに毎年度分を整備保管し、基金事業の完了又は中止

若しくは廃止した日の属する年度の翌年度から起算して５年間整備保管しなければ

ならない。 



 

第 10 補助事業者は、債務保証基金（以下「基金」という。）の果実を次の用に充てな

ければならない。 

 （１） 基金の積増し 

 （２） 債務保証事業特別会計事業費 

 （３） 債務保証事業特別会計管理費 

 

第 11 補助事業者は、基金の名称、基金の額、国費相当額、基金事業の概要、基金事業

を終了する時期、基金事業の目標、債務保証の決定に当たっての申請方法、申請期

限、審査基準及び審査体制を基金造成後速やかに、公表しなければならない。  

 

第 12 補助事業者は、基金を廃止するまでの間、毎年度、基金の額（残高及び国費相当

額）、基金事業に係る収入・支出及びその内訳（今後の見込みを含む。）、債務保

証残高、基金事業の実施決定件数・実施決定額、保有割合（「補助金等の交付によ

り造成した基金等に関する基準」（平成 18 年８月 15 日閣議決定。以下「基金基準」

という。）中「３（３）基金の保有に関する基準」に示されている保有割合をいう。

以下同じ。）、保有割合の算定根拠並びに基金事業の目標に対する達成度を基金の

決算確定後、一箇月以内に、農林水産大臣に報告しなければならない。 

 

第 13 補助事業者は、基金の額が基金事業の実施状況その他の事情に照らして過大であ

ると農林水産大臣が認めた場合又は農林水産大臣が定めた基金の廃止時期が到来

したことその他の事情により基金を廃止した場合は、速やかに交付を受けた基金造

成費補助金の全部又は一部に相当する金額を国に納付するものとする。 

 

第 14 国は、基金事業を適切かつ効率的に実施するため、補助事業者に対し、基金基準

に基づき、本事業に関して必要な報告を求め、及び指導監督を行うものとする。 

 

 

      附則 

この要綱は、令和２年４月 30 日から施行する。 

 

 

 



別 表（第２関係） 

 

 

経         費 

 

 

補助率 

 

 

 

中堅外食事業者資金融通円滑化事業基金造成費 

 

一般社団法人日本フードサービス協会が中堅外食事業者資金融通

円滑化事業を実施するために必要な基金の造成に要する経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定 額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第１号（第３関係） 

 

中堅外食事業者資金融通円滑化事業費補助金交付申請書 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 農林水産大臣 殿 

 

 

                           住所 

                           団体名 

                                                      代表者名      印 

 

 

 令和  年度において、下記のとおり中堅外食事業者資金融通円滑化事業を実施した

いので、中堅外食事業者資金融通円滑化事業費補助金交付要綱第３の規定に基づき、補

助金    円の交付を申請する。 

 

 

記 

 

 

１ 事業の目的 

 

２ 事業の内容 

 基金造成計画（又は実績） 

                                                

３ 経費の配分 

 

 区     分 

 

補助事業に要する

（又は要した）経費 

((Ａ)＋(Ｂ)＋(Ｃ)) 

負 担 区 分  

備 考 

 

国庫補助

金 

(Ａ) 

自己負担

金 

(Ｂ) 

その他 

 

(Ｃ) 

 

中堅外食事業者資金

融通円滑化事業基金

造成費 

              円 

 

 

 

      円 

 

 

 

      円 

 

 

 

     円 

 

 

 

 

 

 

 

合     計      



 

４ 事業完了予定年月日（又は事業完了年月日） 

 

５ 収支予算（又は収支精算） 

（１）収入の部 

区   分 

 

本年度予算額 

(又は本年度精算額) 

前年度予算額 

(又は本年度予算額) 

比  較 備 考 

 増 減 

 

国庫補助金 

 

自己負担金 

 

               円 

 

 

 

           円 

 

 

 

  円 

 

 

 

  円 

 

 

 

 

 

 

 

 合   計      

 

（２）支出の部 

区   分 

 

本年度予算額 

(又は本年度精算額) 

前年度予算額 

(又は本年度予算額) 

比  較 備 考 

 増 減 

 

中堅外食事業者

資金融通円滑化

事業基金造成費 

 

               円 

 

 

 

           円 

 

 

 

  円 

 

 

 

  円 

 

 

 

 

 

 

 

 合   計      

 

６ 添付書類 

（１） 定款 

（２） 当該事業年度の事業計画及び収支予算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第２号（第５関係） 

 

中堅外食事業者資金融通円滑化事業計画変更承認申請書 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 農林水産大臣 殿 

 

 

                           住所 

                           団体名 

                                                      代表者名      印 

 

 

 令和  年  月  日付け  第  号をもって、補助金の交付の決定の通知があ

った中堅外食事業者資金融通円滑化事業について、下記のとおり変更したいので、中堅

外食事業者資金融通円滑化事業費補助金交付要綱第５の規定に基づき、申請する。 

 

 

記 

 

 

（注） 記の記載要領は、別記様式第１号の記の様式に準ずるものとする。この場合に

おいて、同様式中「事業の目的」を「変更の理由」と書き換え、補助金の交付の決

定により通知された事業の内容及び経費の配分とを容易に比較できるよう変更部

分を二段書きとし、変更前を括弧書きで上段に記載するものとする。ただし、当該

変更の対象外となる事項については、省略するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 



別記様式第３号（第７関係） 

 

中堅外食事業者資金融通円滑化事業費補助金支払請求書 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 農林水産大臣 殿 

 官署支出官 

  大臣官房予算課経理調査官 殿 

 

                           住所 

                           団体名 

                                                      代表者名      印 

 

 

令和  年  月  日付け  第  号をもって、補助金の交付の決定の通知があ

った中堅外食事業者資金融通円滑化事業費補助金について、下記のとおり請求する。 

 

 

記 

 

 

１ 支払請求額（算用数字を使用すること。）  金           円 

 

 

（注） 振込先金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号及び預金の名義が分かる資

料を添付するものとする。 



別記様式第４号（第８関係） 

 

中堅外食事業者資金融通円滑化事業実績報告書 

 

番     号 

年  月  日 

 

 

 農林水産大臣 殿 

 

 

                           住所 

                           団体名 

                                                      代表者名      印 

 

 

 令和  年  月  日付け  第  号をもって、補助金の交付の決定の通知があ

った中堅外食事業者資金融通円滑化事業を実施したので、中堅外食事業者資金融通円滑

化事業費補助金交付要綱第８の規定に基づき、その実績を報告する。 

 

 

記 

 

 

（注） 記の記載要領は、別記様式第１号の記の様式に準ずるものとする。ただし、添

付書類については、基金を造成したことを証する書類のほか、債務保証基金を造成

したことを証する書類及び交付申請書又は変更承認申請書に添付したものに変更

があった場合についてのみ添付するものとする。 

 


